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指定管理者評価シート

事業名 地域コミュニティ施設運営管理費 所管課（電話番号） 東区市民部地域振興課（741-2429）

１　施設の概要

目的
地域住民のコミュニティ活動の助長及び生涯学習の普及振興を図り、もって地域住民の福祉の増
進に寄与する。

事業概要
（1）　各種講習会、講演会等の開催、体育、各種野外活動等のレクリエーション活動の推進、
　　その他必要な事業を行うこと。
（2）　一般の使用に供すること。

Ⅰ　基本情報

主要施設 ホール、集会室、実習室、和室

名称 札幌市苗穂・本町地区センター 所在地 札幌市東区本町2条7丁目2-10

開設時期 平成11年2月15日 延床面積 1,309,313㎡

指定単位
施設数：１施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

業務の範囲

（1）　統括管理業務
（2）　施設・設備等の維持管理に関する業務
（3）　事業の計画及び実施に関する業務
（4）　施設の利用等に関する業務
（5）　前各号に掲げる業務に付随する業務

３　評価単位
施設数：１施設

複数施設を一括評価の場合、その理由：

２　指定管理者

名称 札幌市苗穂・本町地区センター運営委員会

指定期間 平成30年（2018年）4月1日～令和5年（2023年）3月31日

募集方法

非公募

非公募の場合、その理由：当センターが、地域社会に関係の深い団体によって継続的に管理運営
されることにより、地域住民がまちづくり活動に直接参加する機会が作られ、地域住民自らがセン
ターの管理運営を通して把握された地域課題の解決に取り組むことによって、地域住民間の信頼
関係が築かれ、地域社会における絆の強化につながることとなる。また、まちづくり活動の担い手
の育成に寄与することも期待される。このようなことから、設置目的の実現のために、地縁による
団体により設立された団体及び当該設立された団体を主な構成員とする団体並びに当センター
等の管理運営に関わりを持つものと市長が認める地縁による団体の推薦を受けた団体により、現
に良好な管理運営が行われている場合には、継続的に管理運営を行わせるために非公募とした
もの。
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Ⅱ　平成30年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

公の施設としての地区センターの利用については、「特定
の利用者・団体に偏ることなく、利用者の誰もが公平・平
等に利用できること」を確保するため、次の方針等を策定
し適正な運用に努めた。

１．基本施策
（1）関係法令の遵守
（2）広報活動の充実
（3）適切な地区センター施設の保守管理

２．基本施策に基づく取り組みについて
（1）区民センター条例等・関係法令の遵守
　①利用者に対し平等、公平な関係法令の運用を図るた
め、所属職員に対し随時関係事務研修会と他地区セン
ターでの取扱等について、館長、担当者から口頭または
回覧文書で取扱等について周知の徹底と適正な運用を
図った。
　②利用申込者に対する平等・公平な取扱について
　地区センター利用について、事前予約・預かり制度取扱
の平等・公平化に努めた。
　利用日時・室利用について、利用者が複数者と重なっ
た場合、第三者により抽選を行い利用者を決定し平等・
公平な取組を確保した。

項　目 実施状況
指定管理者
の自己評価

所管局の評価

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管理
業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定 基本方針の策定に
ついては、地域住
民を構成員とする
運営委員会の総意
により運営方針を定
め各事業を進めた。
事業の実施にあ
たって、運営委員
会・運営委員会事
務局と協議し、基本
方針に基づき各事
業を実施し、当初の
目的を概ね達成す
ることができた。

札幌市から平成30年度を初年度とする5年間、札幌市苗
穂・本町地区センターの運営にあたり指定管理者として
設置目的である地域住民(札幌市民）のコミュニティ活動
の助長・生涯学習の普及並びに地域住民の福祉増進に
寄与することを基本理念とし、次の基本方針を策定した。
（1）地域に暮らす乳幼児から高齢者まで誰もがともに参
加し利用できる地区センターとして
　①子育て支援事業の実施　②地域福祉事業の推進
③関係諸団体の活動拠点として施設の有効活用を図る。
（2）講座・文化祭・コンサートなど、世代を超えて生涯学
習としての教養・文化・芸術にふれる機会の提供と、学ぶ
ことの楽しさと感動できる事業を提供できる地区センター
として関係事業を実施する。
（3）地域は老若男女を問わず多くの個人と企業と団体等
によって構成されている。
苗穂・本町地区センター運営委員会が利用者をはじめ地
域で働き暮らす方々の声を受け止め、地域のまちおこし
事業の拠点として運営する。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
広報活動を工夫
することにより、施
設利用促進に努
めていることは評
価できる。
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（2）広報活動の充実
　①地区センター主催事業等について、だれもが平等に
参加できるよう、広報活動事業を充実させ利用の機会を
公平に享受できるよう努めた。
　②実施事業(各種講座の開講、事業等）の周知方法に
ついて
　（ア）「地区センターだより」の個別配布・町内回覧・館内
掲示等により随時情報の提供を行った。
　「地区センターだより」が地域住民の情報紙として利用
されるよう各事業案内の他、構成を工夫した。
　（イ）ホームページを作成し、実施事業について配信し
た。
　（ウ）フェイスブックの作成、配信、各種事業の実施状況
をリアルタイムで発信した。
　③講座等受講申込方法の公平化と利便性の確保につ
いて
　（ア）受講希望者で平日仕事に従事されている方々には
時間帯により来館受講申し込みが困難な場合もあること
から、受講の機会を均等に享受できるよう電話申し込み
の導入及び定員を超える申し込みがあった場合、基本的
には先着順となるが、可能な限り講師の理解をいただい
て受講者枠の拡大等に努めた。
　④受講料等所要経費の収納事務取扱の規制緩和につ
いて
　日・祝日・夜間も関係業務に対応することにより、利用
者に対する利便性の確保に努めることができた。
以上の取組を行い公平・平等利用の確保に努めた。
　⑤チラシ・ポスター等の配架基準の策定
　チラシ・ポスター等について、配架基準を定め配架、利
用者に対する平等な取扱に努めた。

以上の取組の結果、利用者に対する公平・平等な施設
の取扱いにより、安全で適切な地区センターの運営がで
きたものと考える。

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進 職員が率先してエ
ネルギーの省力化
による環境負荷軽
減のため、冷暖房
機の稼働開始時
期・設定温度の管
理、ゴミ排出量の軽
減等に努めてきた。

（1）電気・ガス・上下水道の使用について、節約に努め
た。
（2）暖房用ガスについては、職員によるエアコンフィル
ターの清掃等による暖房機器の機能維持と利用者に対
し室温の過度な温度設定の防止等協力依頼のステッ
カーの掲示や電気の不要ヵ所の消灯及び間引き照明に
より節約することができた。
（3）サニタリー用洗剤について、環境に配備しグリーン購
入ガイドライン指定品の使用に努めてきた。
また、日常清掃に使用する洗剤について、業務委託業者
に成分表の提出を義務付け環境に配慮した洗剤を使用
していることを確認した。

（4）札幌市環境マネジメントシステムに則り、各種帳票を
提出した。
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地区センター施設
の適正な管理・運営
を確保するため、関
係業務について札
幌市の承認を得て
第三者に関係業務
を委託した。

（1）苗穂・本町地区センター施設の保守・管理の適正化
により、利用者に快適・安全な施設利用を提供するため
札幌市の承認を得て次の業務について第三者に対し業
務の委託を行った。

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

（3）業務水準の維持向上と適切な利用者に対するサービ
スの提供を図るため、当初の研修計画に基づき職員研
修を実施した。
（4）パート職員の研修は、館長他担当職員から案内業
務、使用承認、利用料金収納事務等の関係法令の取扱
研修を実施、不適切な事務処理等も一切なく、研修内容
について十分に理解された結果であると考える。
（5）常勤職員・パート職員の労働環境の維持向上を図る
ため、就業規則を定め労働基準監督署の承認を受け(平
成22年5月31日承認済)適正に関係業務を行っているほ
か、労働安全衛生法に定める「総括安全衛生推進者」を
配置し職場環境の維持向上に努めることができた。
（6）パート職員の労働時間の平準化のため、特定のパー
トに業務が偏ることのないよう勤務シフト作成に配慮して
きた。
（7）リフレッシュ休暇の付与
当地区センターに勤務する常勤職員は雇用人数も5人と
少なく業務内容も多岐にわたっており、法定の年次有給
休暇を行使することがなかなか困難な状況であるが、常
勤職員が利用者への良好な接遇と適切な業務を行うた
め、職員自ら心身ともに健全であるべきとの考えから、職
員全員が少なくともリフレッシュ休暇5日間について、必ず
使用することとしている。

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

管理水準の維持向上について、随時職員からの提言を
受け、新規事業の計画を含め既存事業を見直し、以下の
改善等について提案を受け取り組んできた。

（1）広報関係の充実について
新たな視点から従前の「地区センターだより」の紙面構成
を見直し、より親しみやすい「地区センターだより」となる
よう紙面構成の充実を図った。

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

（1）常勤職員としての統括責任者「館長」及び職務代理
者「副館長」並びに一般事務職員、図書館司書を配置、
この他パート職員を配置し関係業務を行った。
（2）職員の業務分担（事務分掌）・指揮命令系統・連絡系
統を定め、緊急時対応が迅速に行えるよう連絡網を整備
している。
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1

2

3

4

7

8

9

地区センター施設
の適正な管理・運営
を確保するため、関
係業務について札
幌市の承認を得て
第三者に関係業務
を委託した。

委託業務名 委託業務内容

清掃業務 地区センターの清掃業務

機械警備業務 夜間・休館日の警備業務

自動ドア保全業務 自動ドアの保守点検業務

エレベーター保守点検業務 エレベーター保守点検業務

5 舞台装置保全業務
ステージ・吊り具等

舞台装置点検

6
自家用電気工作物 館内照明器具等

保安管理業務 電気設備点検業務

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

運営協議会につい
ては、今年度は1回
実施し、当地区セン
ターの利用状況を
初め、懸案事項に
ついて協議し、運営
の改善等、適正な
業務の執行を確保
することができた。
また、東区地域振
興課と4館連絡会議
を実施し、情報を共
有している。

（1）運営協議会の開催状況は下表のとおり。

開催日 協議・報告内容

30年6月13日 １．地区センターからの報告事項（地
区センター館長報告）
（1）30年度地区センター事業運営基
本方針について
（2）苗穂・本町地区センター利用状
況、地区センターの現状について
（3）各種実施済事業について報告
２．地区センター利用に係る課題につ
いて

消防設備保全業務 消火器・非常放送設備等点検業務

建築基準法点検業務 建築物及び建築設備の点検業務

除排雪業務 除・排雪業務

以上9業務

（2）各業務の履行に当たっては事業終了後点検による異
常の有無等を確認することとしている。
（3）委託業務の全てについて業務の遅延・未執行業務及
び改善命令等による業務の手直しも無く委託契約仕様書
に基づき適正に関係業務は履行された。
（4）請求書受理後、契約条項に基づき所要経費を定めら
れた所定の期間内に支出事務を終了している。
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（1）資金管理については、指定管理業務自主事業毎の
区分経理を実施しており、運営委員会の内部監査と併せ
税理士による外部会計監査を実施している。
（2）現金等の取扱いについては、現金等取扱規定を整備
し日々の現金取扱について適正に取扱っている。
　さらに、日々の入金について「入金一覧表」を作成し、
担当者(副館長）による現金の確認と館長の決裁を行って
いる。

▽　要望・苦情対応

4館連絡会議

4館連絡会議

＜協議会メンバー＞

・札幌市東区地域振興課長
・札幌市東区地域活動担当係長・同担当者
・小学校・中学校各校長・地域保育園園長
・各種団体役員・地域団体代表
・指定管理者（運営委員会会長、副会長）
・地区センター館長、副館長

関係者一覧を作成し運営協議会開催にあたっては、案内
状を送付した。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

30年6月13日
東区民セン

ター
　

東区地域振興課・4館連絡会議を実施
し、課題の検討及び情報交換を行っ
た。

東区地域振興課・4館連絡会議を実施
し、課題の検討及び情報交換を行っ
た。

4館連絡会議

30年8月31日
ふしこ地区セ

ンター

30年12月14
日

栄地区セン
ター
　

東区地域振興課・4館連絡会議を実施
し、課題の検討及び情報交換を行っ
た。

4館連絡会議

31年3月14日
苗穂・本町地
区センター

東区地域振興課・4館連絡会議を実施
し、課題の検討及び情報交換を行っ
た。

（1）要望については、直接館長が対応することとしてい
る。

（2）利用者からの苦情対応については、苦情内容につい
て様式を定め取扱いについて職員に周知の徹底を図っ
ている。
30年度利用者からの苦情は一件あったが館長が対応
し、利用者の理解を得た。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

１１月の財務検査
時に、パート職員
の賃金について、
協定書で定めてい
る額（時給）を下
回る額が支給され
ていたため指導を
行った。

（3）施設・設
備等の維持
管理に関す
る業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

地区センターの利
用にあたって利用
者に対し安全の確
保を図ることは、指
定管理者の責務と
考えている。

施設の維持管理
は、それぞれの業
務について仕様書
の水準を達成し、利
用者に良好な環境
を提供できたものと
考える。備品につい
ては年１回点検し、
不具合による使用
不能な物品の確
認、廃棄、更新等を
実施し適切な備品
の利用を実施して
いる。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。

利用者の安全確保について
　・運営委員会主催事業開催時、非常口等の案内を事前
に説明、緊急時の対応に努めた。
　・災害発生時に対処するため、職員・運営委員会の連
絡網を整備した。
　・AEDの設置
　利用者の緊急時対応として事務室内にAEDを設置。事
務室入口・ホール(体育室）に設置ヵ所を案内表示してい
る。
　・消防設備点検業務に併せ職員の非常放送設備使用
手順確認と避難訓練の実施。
　簡易消火器の設置場所の確認及び操作手順を確認。

パート職員による夜間・日・祝日の安全確保について
　・出勤時・退館時各室の施錠、火気等の確認、地震等
事故発生時利用者の避難指示の徹底により利用者の安
全を確保することとしている。館内での人身事故等の事
故発生時の対応方法を確立。
　・救急車の出動要請と併せ、事故発生日時・原因・対応
内容等担当者に報告書の提出を義務づけている。また、
状況により直ちに館長に報告し指示を受ける体制を確
保。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ
ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己
評価の実施）

（1）アンケートは、原則各事業終了後実施することとして
いる。
（2）アンケート調査結果については、職員に回覧し情報
の共有を図っている。
（3）アンケート調査結果については、担当講師にも開示
し、受講者の意見を担当者と共有し講座企画に役立てて
いる。

（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

・当地区センターで働く図書室・事務担当・夜間等勤務
パート職員に対し、労働基準法で定めた1時間単価の最
低賃金を上回る賃金を支給している。
・最低賃金引き上げに伴う改正については直ちに時給額
を改正し支給することとしている。
・時間外労働について、所定の割増賃金を支払った。
・雇用職員（常勤職員・パート職員）の雇用条件について
就業規則を定め、労働基準監督署の承認済である。
・常勤職員にあっては、関係法令に基づき所定の社会保
険、労働保険に加入させた。
すべての雇用職員は労災保険に加入済。
・常勤職員・事務パート職員・図書室パート職員は、1年
に１回定期健康診断を実施した。
・指定管理者の申込時に提出した、ワーク・ライフ・バラン
スの取組を適切に実施した。
・第三者委託により実施している業務について、受託者
に当該業務従事者び労働環境に関わる情報提供を求め
た。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

(人） (人）（％）

112 60 54

30年度区民講座は
12（回数）講座を開
講し、
大規模修繕工事が
実施されたため、講
座数、受講者数、開
講時間とも前年に
比し減少した。

（1）30年度区民講座は12（回数）講座を開講した。 適切に実施されて
いる。
２階ロビーに開館
時間内であれば
いつでも利用でき
る自習コーナーを
常設するなど幅広
い年代への施設
の利用促進へ取
り組む姿勢は評価
できる。

開講講座数
実施回

数
延べ時

間
募集
人数

受講
者数

市民サービス向上への配慮

・無料開放事業について利用可能日4日前から開放日を
パネル板に掲示。利用者に周知している。
・コピーの有料サービスの提供を行っている。
・損害賠償保険は仕様に適合したものに加入した。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、駐
車場除排雪等）

施設・設備等について適正かつ安全な環境を利用者に
提供するため、関係業務について第三者委託により実施
し、仕様書の水準を達成した。

備品管理について
・使用備品について適切に管理するため、毎年度備品台
帳と照合し、合わせて不具合な備品についてのチェックを
実施し、修繕、廃棄処分、更新等を行った。
駐車場について
・地区センター駐車場は限られたスペースしかなく、利用
日、利用時間帯によって混雑する状況にあるが、状況に
より職員が案内整理を行い駐車場での事故はなかった。
・冬期間における駐車場の安全確保を図るため、開館時
間前には除雪が完了するよう作業を行うとともに、駐車
場の安全確保を図った。

▽　防災

防災計画を策定するとともに、今年度は大規模修繕工事
があったため3月8日の1回だけ防災訓練を実施した。
・防災訓練のほか、多数の方々が集まる行事開催に当
たっては、事前に非常口の案内等避難指示について口
頭で説明を実施。
・消防設備点検時に、職員も放送設備についての操作方
法等を確認。

受講
率 備

考
（延べ開講数） (延べ回数）

5講座 12 27

（4）事業の計
画及び実施
に関する業

▽　区民講座に関する学習機会の提供業務

8



様式1-1

1 7

2 1

8

大人の
映画会

募集人数参加者数
参加率
（％）

2 212

1 176

適切に実施されて
いる。
２階ロビーに開館
時間内であれば
いつでも利用でき
る自習コーナーを
常設するなど幅広
い年代への施設
の利用促進へ取
り組む姿勢は評価
できる。

11
24.3

▽　地域住民の交流等を目的とした事業に関する業務 講座内容について
は、アンケート調査
結果を反映したカリ
キュラムとなるよう
担当講師と事前に
調整を行い、受講
者の目線で各講座
を提供することがで
きた。
その他地域交流事
業として乳幼児から
高齢者までを対象と
した定例講座等の
事業を提供すること
ができた。

（1）定例事業

事業名
実施回数

計 平均参加者数
参加者数

歌声サロン
実施回数

計
実施回数 22

30.2
参加者数 665

11
36.1

参加者数 397

ちびっこひろば
実施回数

若石式足もみ健康法 140 60 42

計 180 102 57

参加者数 268

事業名 実施回数 参加者数

計

開館記念
コンサート

事業名
実
施

項目 計 実施回数１回

親睦卓球大会 40 42 100

開放事業名 (回・人） 平均利用者数(人）

親子の日
実施回数 37

16.6
利用者数 614

卓　球
実施回数 10

3.5
利用者数 35

バドミントン
実施回数 14

9.8
利用者数 137

自習室の開放
実施回数 396

2.9
利用者数 1,168

ミニ・ソフトバレー
実施回数 19

3.3
利用者数 63

無料開放事業
4.2

平均利用者数(人）

計
実施回数 476

4.2
利用者数 2,017

1 36
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

地区センターの有効利用と地域コミュニティ活動等を促
進するため、無料開放事業を実施した。

親子の日・バドミントン・卓球・ミニソフトバレー・自習室に
ついて無料開放を実施。

受験生に対する自習室の無料開放事業については２階
ロビーに自習コーナーとして常設した。
受験生をはじめ資格取得のため、学生以外の社会人の
利用もあり好評であった。

▽図書室業務

（1）仕様書に基づく事業実施と要求水準である個々の事
業を実施した。
（2）図書室利用者に対しアンケート調査を実施、その意
見を図書室の運営に活用した。

（5）施設の利
用等に関す
る業務

▽　利用件数等 ・平成30年度は、大
規模修繕工事の影
響で利用件数・利用
人数ともに大幅な減
となった。稼働率(％)

集会室
件数(件)
人数(人）

和室
件数(件)
人数(人）

計
件数(件)
人数(人）
稼働率(％)

417 481
19,495 10,000 10,322

77.2 70.0 72.9
1,074 345

▽不承認0件、取消0件、減免0件、還付1件　1,000円

▽　利用促進の取組

▼各事業の実施について、事前にロビーに案内ポスター
の掲示と町内会に回覧で事業案内を行った。
開講講座については、ミニチラシを作成、来館者が自由
に持ち帰りできるよう工夫した。
▼サークル会員の加入増とサークル活動の活性化を図
るため、各サークル別に活動内容について基本となるポ
スターを事務局が作成し提供した。
▼各種事業の実施について、ミニコミ紙の協力を得て事
業内容を掲載し参加の増を図った。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
大規模修繕工事
による休館の影響
はあるものの、当
初計画を上回る利
用率を維持してい
ることは評価でき
る。

稼働率(％)

実習室
件数(件)
人数(人）
稼働率(％)

稼働率(％)

体育室
件数(件)
人数(人）

H29実績 H30計画 H30実績
935

491
11,283 5,000 5,100

50.7 40.0 39.3
411 190 181

1,230

54.8 40.0 43.9

55.9 40.0

2,668 1,200

41.1
3,612 1,447 1,644

40,132 19,200 19,869

38.6 30.0 29.5
1,192 495 491
6,686 3,000 3,217
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

（6）付随業務 ▽　広報業務 地区センターがより
多くの方々から利用
いただくため、広報
業務は重要な役割
を担っていることか
ら、運営委員会では
様々な工夫を行っ
てきた。
地域の方々の理解
と協力により利用率
の増となり、効果的
に関係業務を達成
することができたも
のと考える。
また、広報媒体とし
てフェイスブックの
開設などリアルタイ
ムな情報提供にも
チャレンジし広報活
動の充実に努める
ことができた。

▼フェイスブックを導入しリアルタイムな情報の発信を
行った結果、他区居住者からの室利用照会が多くなっ
た。
▼「地区センターだより」を年4回定期発行、関係町内会
の協力で、約6,000部を戸別配布、町内回覧を実施。
地区センター事業について地域の方々に各種事業につ
いて情報を提供した。
▼区内　地区(区民）センター(3か所）、まちづくりセンター
(2か所）に配布協力を依頼した。
▼定期発行とは別に文化祭・講座開講案内等臨時号を
作成、随時町内回覧により地域住民に案内した。
▼地域ミニコミ紙に地区センター事業について関係記事
の無料掲載の協力があった。
▼施設内にチラシの配架コーナー及び掲示板を設置して
いるがスペースが狭小なことから、札幌市等官公庁の主
催・後援事業・地域に必要とする事業を優先し配架の利
便性に配慮した。
▼図書新刊本を図書室入口に案内掲示し、図書利用者
の利便性に配慮した。

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
フェイスブックを利
用しリアルタイム
な情報提供に努
め、利用促進につ
ながっており、広
報活動において
工夫を惜しまない
姿勢は評価でき
る。

▼サークル案内ポスターを１階通路掲示板に掲示し、新
規サークル会員の募集案内を兼ね各サークルの紹介を
行った。
▼ウエブアクセシビリティ取組確認を実施し、平成31年
（2019年）1月16日に公開した。

２　自主事業その他

▽　自主事業 自動販売機売上手
数料は年度初めに
1社が撤退したこと
と、大規模修繕で自
動販売機を止めて
いたことで減額と
なった。

▼自動販売機売上事業 協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。

　　30年度　予算額114千円　決算額89千円と25千円の減となった。

▼カラオケ機器の有料貸出事業

　　30年度　予算額20千円　決算額20千円とほぼ予算通りとなった。

自主事業の収支については、本事業と明確に区分し経理処理した。
支出に係る経費は、自動販売機設置箇所について行政財産目的外使
用に係ることから31千円の使用料を札幌市に支払った。

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

・当地区センターで実施する事業と同時開催で各福祉施設に対し各施
設で制作している物品販売について無償で場所の提供について協力し
てきた。
また、地域中学校の特殊学級の制作する物品についても、職員が販売
に協力し実施してきた。
東日本大震災で被害に遭われた方々への見舞金等として、企業・個人
の協力をいただいてカレンダー販売会を開催し、浄財の全額を寄付し
た。今年度で8回目となる。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
積極的な利益還
元を行い利用者
の利便性の向上
に努めており、評
価できる。

結果概要 結果概要
総合的な満足度
１　講座について総合的な満足度についてみると、満
足以上の目標率90％に対し、講座受講者220人に対
し90％以上の受講者の方々から高い評価を得た。
２　その他講座(地域交流事業)については、90％以
上の方々から高い評価を得ることができた。
３　貸室・図書室・施設開放事業について職員の接
遇等について調査した結果、90％以上の方々から高
い評価を得た。

４　貸室・図書室・施設開放事業について室内の清
掃事業について満足度を見ると、90％以上の方々か
ら高い評価を得ることができた。
５　利用時間・利用料金については、特段改善等の
意見はなかった。

　コンサートについては、開館記念コンサートを実施
したが、多くの方々から毎年度実施の強い要望があ
り、好評を博している。

利用者
からの
意見・要
望とその
対応

・開館記念コンサートについて継続開催の要望が強く
運営委員会として31年度も開催する予定であるが、ほ
のぼのコンサートについては、大規模修繕工事が実施
されたため平成30年度は中止とした。

各種大会について継続実施の要望があり、従前同様
実施を予定している。

４　収支状況

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方法 ・講座・講演会・その他事業　　実施期間：各事業終了
後
・サークル利用者・一般利用者に調査用紙配布
実施期間；30年4月～31年3月
・受講者・各種事業参加者にアンケート調査用紙を配
布実施

要求水準につい
て、すべての項目
で要求水準を１０
ポイント以上超え
ており、期待以上
の結果となってい
る。
利用者ニーズに
応え、質の高い事
業を継続している
ことは大いに評価
できる。

区民講座、地域交
流講座その他事業
についても、90％以
上の参加者から満
足との高い評価を
得た。また 、内容に
ついても多くの参加
者から支持され、
質・量ともに参加者
が納得する事業を
提供できたものと考
える。

29,524

▽　収支 （千円）

項目 Ｈ30計画 Ｈ30決算 差

27,049 27,049 0

利用料金 2,155 2,909 ▲ 754

その他 754 536 218

30,421 ▲ 897支出

大規模修繕で5か月
休館していたが、ほ
ぼ計画どおり執行
できた。収入 30,092 30,603 ▲ 511

指定管理業務収入 29,958 30,494 ▲ 536

指定管理費

指定管理業務支出 29,488 30,390 ▲ 902

自主事業支出 36 31 5

自主事業収入 134 109 25

312 0 312

収入-支出 568 182 386

自主事業による利益還元 100 112 ▲ 12

法人税等 156 70 86

純利益
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協定書に定めて
いるとおり適正に
実施されている。
積極的な利益還
元を行い利用者
の利便性の向上
に努めており、評
価できる。

▽　説明

▼当団体の財務状況は、指定管理者制度導入時より微増ですが、毎年
度貸室利用・利用者数の増等により安定的な室利用料金等を確保する
一方、この原資を基に各事業を展開し利用者のニーズに対応した運営
を行うことができた。

▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

適 不適

▼各条例の規定に則り、全て適切に対応した。
▼協定に関する契約(第三者への委託、物品調達等）について暴力団
員や暴力関係事業者を相手に契約は一切行っていない。

不適

利益還元について

　・自主事業利益還元　　　　和室カーペット交換　　　　　112千円
　・指定管理業務利益還元　集会室カーテン交換　　　　　212千円

【参考】 H30決算 内容

指定管理業務による利益還元 212 下記のとおり

１．収入について
▼利用料金収入は、当初計画より754千円の増となった。
 大規模修繕で休館期間があったにもかかわらず増額となったのは、利
用者が継続的に利用し、新規の利用増があったためと思われる。
▼その他収入の減額は、休館のため講座・事業を縮小せざるを得な
かったためと思われる。
▼自主事業に係る収入は、自販機販売手数料89千円収入、カラオケ収
入20千円となり計画より減額とはなったが、休館期間や自販機会社の1
社撤退を考慮すると良好な形になったと思われる。

２．支出について
▼法人税・地方税については、利益がなかったため、均等割の70千円
の納付額となった。
▼自主事業利益還元・指定管理業務利益還元として、利用者の利便性
を向上させる改修をすることができた。

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

▽　安定経営能力の維持 適
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Ⅲ　総合評価

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

当初計画の講座事業をはじめ各事業について、企画の
見直しを含め新規事業の実施等利用者のニーズを積極
的に取り入れ運営することができた。
財務的にも収支とも安定した運営を行うことができたも
のと考えている。
各事業についても参加者の90％以上の方々から高い評
価を得たものと考えている。

30年度は大規模修繕工事が実施され、約5か月間休館
となったことから29年度同様の事業を実施することはで
きなかった。開館後に皆さんにまた、足を運んでいただ
ける地区センターを目指して努力した。平成31年度は、さ
らなる利用率のアップを目指し努力したい。

各実施事業について、利用者のニーズを的確に取り入
れ高い評価を得ていることは評価できる。
貸室として利用する機会のあまりない世代にも自習ス
ペースの設置により館を利用する機会を設けることは、
利用喚起につながるものと考えられ、新たな利用者の掘
り起こしに努めている姿勢は評価できる。

【所管局の評価】

総合評価 改善指導・指示事項

パート職員の賃金について、協定書で定められた額を下
回る額を支給していた件で、指導後速やかに改善が行
われたが、今後も職員の雇用に関する関係法令を遵守
し必要な規定等を整備していただきたい。
稼働率の低い貸室について、創意工夫により利用促進
に努めていただきたい。
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